
「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令） 

 

許認可等の名称 農地の転用の許可 

根拠法令・条項 農地法 第５条第１項 

所  管  課 農業委員会事務局 

審 査 基 準 ・農地法第５条第２項（昭和２７年法律第２２９号） 

・農地法施行令第１１条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条（昭

和２７年政令第４４５号） 

・農地法施行規則第５４条、第５５条、第５６条、第５７条、第５７条

の２、第５７条の３（昭和２７年農林省令第７９号） 

・農地法関係事務に係る処理基準について 別紙１ 第７ （平成１２

年６月１日１２構改 B第４０４号農林水産事務次官通知） 

・農地法関係事務処理要領の制定について 別紙１ 第４ 農地又は採

草放牧地の転用の関係の１（平成２１年１２月１１日２１経営第４６

０８号、２１農振第１５９９号農林水産省経営局長、農林水産省農村

振興局長通達） 

・「農地法の運用について」の制定について 別添 第２ 農地又は採

草放牧地の転用の４、５（平成２１年１２月１１日２１経営第４５３

０号、２１農振第１５９８号農林水産省経営局長、農村振興局長通達） 

・農地法の施行について 第４条関係（昭和２７年１２月２０日２７農

地第５１２９号農林事務次官通達） 

標準処理期間 標準処理期間 ６週間 

標準処理期間

を設定できな

い理由 

 

 


